
新潟市中小企業開業資金貸付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，市内での新規開業等を支援することにより，本市産業の振興に資するため，市と別表第

１に定める金融機関（以下「取扱金融機関」という。）が提携して実施する，中小企業開業資金（以下「資

金」という。）の貸付制度について，必要な事項を定めるものとする。 

 （貸付対象） 

第２条 資金の貸付けを受けることのできる者は，次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 

（１）別表第２の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める者であること。 

（２）暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。），暴力団員（同条第３号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。 

 （貸付条件） 

第３条 資金の貸付けの条件は，別表第３に定めるところによる。 

 （借入申し込み） 

第４条 貸付けを受けようとする者は，借入申込書兼調査書（別記様式第１号）に別表第４に掲げる書類を添

付し，市長の審査を経て，希望する取扱金融機関に申し込むものとする。 

 （資金の貸付） 

第５条 借入れ申し込みを受けた取扱金融機関は，貸付けを適当と認めたときは，第３条の貸付条件に基づ

き，資金の貸付けをするものとする。 

 （貸付資金） 

第６条 市長は，前条の貸付資金として，取扱金融機関に対し予算の範囲内の額を預託する。 

２ 取扱金融機関は，前項の規定により預託を受けた額に３.０倍を乗じた金額以上の額を融資するものとす

る。 

 

（利子補給） 

第７条 市長は，別表第２の創業関連保証を利用する者のうち特定創業支援枠により同資金の融資を実行した

取扱金融機関に対し，融資実行日から３６か月後の応当日までの貸付利子相当額を利子補給するものとす

る。 

２ 融資を実行した取扱金融機関は，利子補給金計算書（別記様式第２号）により利子補給額を算定し，利子

補給請求書（別記様式第３号）を４月１日から９月３０日分は１０月１０日までに，１０月１日から３月３

１日分は４月１０日までに，市長へ提出しなければならない。 

３ 市長は，請求書を受領した月の翌月末日までに，利子補給金を取扱金融機関へ振り込まなければならな

い。 

（利子補給の制限） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，利子補給を行わないものとする。 

(１) 借入金の返済がないとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。 

(３) 資金借受者が償還を延納した場合において，取扱金融機関が新潟県信用保証協会に対し代位弁済の請

求をしたとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか，市長が交付することが適当でないと認めたとき。 

 （報告） 



第９条 取扱金融機関は，毎月の貸付状況について貸付状況報告書により市長に報告するものとする。 

 （損失の補償） 

第１０条 貸付けによって生じる損失は，取扱金融機関の負担とする。 

（融資決定の取消し） 

第１１条  市長は，融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合，資金の融資決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 （１）偽りその他不正手段により資金の融資を受けた場合 

 （２）資金の融資決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

（３）第２条第２号に該当しないと認められた場合 

（４）前３号に掲げる場合のほか，市長が不適当と認めた場合 

２  市長は，前項の規定により資金の融資決定を取り消した場合は，その旨を当該融資決定を受けた者に通知

するものとする。 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項はその都度市長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は，昭和56年４月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和60年８月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和61年４月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和61年８月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和62年４月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和62年７月１日から施行する。 

 この要綱は，昭和63年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成２年１月４日から施行する。 

 この要綱は，平成２年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成２年10月15日から施行する。 

 この要綱は，平成３年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成３年11月15日から施行する。 

 この要綱は，平成４年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成４年11月19日から施行する。 

 この要綱は，平成５年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成５年７月１日から施行する。 

 この要綱は，平成５年12月１日から施行する。 

 この要綱は，平成６年１月４日から施行する。 

 この要綱は，平成７年６月１日から施行する。 

 この要綱は，平成７年９月11日から施行する。 

 この要綱は，平成８年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成９年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成11年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成12年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成13年６月18日から施行する。 

 この要綱は，平成14年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成17年３月21日から施行する。 



 この要綱は，平成17年４月１日から施行する。 

 この要綱は，平成18年4月１日から施行する。 

この要綱は，平成19年８月１日から施行し，同日以降の貸付から適用する。 

この要綱は，平成20年４月１日から施行し，同日以降の貸付から適用する。 

この要綱は，平成21年４月１日から施行し，同日以降の貸付から適用する。 

この要綱は，平成22年４月１日から施行する。 

この要綱は，平成 23 年１月１日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の貸付から適用する。 

この要綱は，平成 23 年４月１日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の貸付から適用する。 

この要綱は，平成24年４月１日から施行する。 

この要綱は，平成 25 年４月１日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の貸付から適用する。 

この要綱は，平成 26 年４月１日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の貸付から適用する。 

この要綱は，平成 27 年４月１日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の貸付から適用する。 

 この要綱は，平成27年11月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

 この要綱は，平成28年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

 この要綱は，平成29年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

 この要綱は，平成30年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，平成30年7月9日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，平成31年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，令和元年12月9日から施行する。 

この要綱は，令和２年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の規

定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，令和３年1月1日から施行する。 

この要綱は，令和３年10月7日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の

規定は，同年8月2日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，令和４年9月1日から施行する。 

この要綱は，令和６年4月1日から施行する。 

この要綱は，令和７年8月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の規

定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

この要綱は，令和８年4月1日から施行し，この要綱による改正後の新潟市中小企業開業資金貸付要綱の規

定は，同日以後の資金の貸付から適用する。 

 

 



 

別表第１（第１条関係） 

株式会社第四北越銀行，株式会社大光銀行，株式会社秋田銀行，株式会社きらやか銀行，株

式会社東邦銀行，株式会社北陸銀行，株式会社三菱ＵＦＪ銀行，株式会社みずほ銀行，新潟

信用金庫，三条信用金庫，新発田信用金庫，加茂信用金庫，新潟縣信用組合，はばたき信用

組合，興栄信用組合，巻信用組合，協栄信用組合，新潟県信用農業協同組合連合会，株式会

社商工組合中央金庫 

 

別表第２（第２条関係） 

一般開業する者 適切かつ確実な事業計画を持ち，これを実施すると認められる者で，次に掲

げる要件の全てを満たしているもの 

⑴ 資金の貸付を受けようとする者（法人にあっては，当該法人の代表者）が

職歴を２年以上有する者で，市内において開業するもの又は融資申込時点

で，開業して１年未満のものであること。 

⑵ 過去３年以内に不渡り又は倒産の事故がない者であること。 

⑶ 既に納期を経過した市税を完納している者であること。 

⑷ 開業する業種は，中小企業信用保険法施行令（昭和25年 政令 第 350

号）第１条 に規定する保険対象業種であること。 

この場合において，許認可を要する業種については，許認可を受けている

こと。 

新潟県信用保証協会

の創業関連保証を利

用する者 

既に納期を経過した市税を完納した者であって，次の各号のいずれかに該当

するもの 

⑴ 事業を営んでいない個人であって，貸付実行後１か月（特定創業支援枠の

対象となる者にあっては，６か月）以内に新たに事業を開始する具体的計画

を有するもの 

⑵ 事業を営んでいない個人であって貸付実行後２か月（特定創業支援枠の対

象となる者にあっては，６か月）以内に新たに会社を設立し，当該会社が事

業を開始する具体的計画を有するもの 

⑶ 融資申込時点で，開業して１年（特定創業支援枠の対象となる者にあって

は，６か月）未満のもの 

備考１ 表中の「特定創業支援枠」とは，創業関連保証により中小企業開業資金を利用する者のう

ち，新潟市が認定を受けた創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の支援を受け，

同市が発行する証明書を有する創業者を対象とする制度のことをいう。（別表第３及び別表

第４において同じ。） 

  ２ 表中の「融資申込時点」とは，別記様式第１号「新潟市中小企業開業資金借入申込書兼調

査書」を本市へ提出した時点のことをいう。 

 



別表第３（第３条関係） 

申請区分 一般開業 
①創業関連保証 

②創業関連保証（特定創業支援枠※） 

使  途 運転資金及び設備資金（新会社設立の資本取得は対象外） 

貸付限度  １，０００万円 

  ① ３，０００万円 

② ２，０００万円 

３，０００万円まで併用可。 

貸付利率 

償還期間が６０か月以内のもの 年１．９５パーセント 

償還期間が６０か月を超えるもの 年２．１５パーセント 

 

※特定創業支援枠の場合 

償還期間が６０か月以内のもの 年１．９０パーセント 

償還期間が６０か月を超えるもの 年２．１０パーセント 

償還期間 １２０か月以内（据置２４か月以内） 

返済方法 原則として月賦 原則として月賦（均等分割返済） 

保証人 

担保 

金融機関の定めるところによる 

物的担保及び第三者保証人は徴求しない 

原則として，法人代表者を除いては，保 

証人を徴求しない 

信用保証 信用保証協会の保証付き 信用保証協会の保証付き 

 

別表第４（第４条関係） 
 

申請区分 
 

 

添付書類 
 

一般開業 
創業関連保証 

（特定創業支援枠※） 

①市税の納税証明書（新潟市の制度提出用） 

②見積書（設備資金として利用する場合） 

③認定特定創業支援等事業を受けたことを証する，市が発行する証

明書（特定創業支援枠の場合） 

④暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第４条関係）

　　　　　　

※個人事業主：開業届に記載した（または記載予定の）開業日

※法人：登記簿上の会社成立の年月日（または予定日）

左記の者を代理人として定め，右記の権限を委任します。

（受任者） （委任者） □新潟市制度融資借入申込書の提出及び認定書の

取扱金融機関名 住所 受領に関する事項

□新潟市制度融資借入状況の確認に関する事項

職氏名

□その他（ ）

　　　　　年　　　月　　　日から返済開始

毎月 × 回 （ａ）

初回に 円
その他 （ｂ）

期日に 円

返済金額合計
（＝貸付金額） （ａ）＋（ｂ）

貸付否決又は減額理由・連絡事項

1 納税証明書（新潟市制度用） 2 暴力団等に関する誓約書兼同意書 3 見積書の写し（設備資金の場合のみ）

4 認定特定創業支援等事業を受けたことを証する、本市が発行する証明書（特定創業支援枠のみ）

この申込書は３部必要です。
すべての申込書に押印してください。

添付書類(様式下部参照)は１部必要です。

か月

⑦

④ 開 業 地

新潟市　　　　　区

 以前利用したことがあるが全額償還済みの方

⑬ 借入(予定)日 年 月

□ 02 追加  残債がある方

□

 初めて利用する方

⑩ 資 金 区 分 □ 01 運転

③

□ 01　一般開業

□ 02　創業関連

□ 03  特定創業支援枠

⑧

制 度 区 分

（該当する□に
チ ェ ッ ク し て
く だ さ い ）

①
申込者住所
（所在地）

フ リ ガ ナ

②
法人名又は
商 号 名 称

フ リ ガ ナ

⑨

受
付
担
当

整理
番号

申込日：　　　年　　　月　　　日

新潟市中小企業開業資金

借入申込書兼調査書

（宛先）新潟市長

添付書類

印

金融機関処理報告欄

取 扱 金 融 機 関
支 店 名

返
済
方
法

01　元金均等　・　02　元利均等

円 円

円

貸 付 状 況 01全額 ・ 02減額 ・ 03否決 ・ 04取下

貸 付 金 額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円円

貸 付 利 率 年　　　　　　．　　　　％

貸 付 期 間

　　　　年　　月　　日から
　
　　　　年　　月　　日まで

　　　　　か月　　（据置　　か月を含む）

信 用 保 証 有
担当者名　　　　　　　　　　　　TEL 　　 

(TEL )

記

商号・氏名

委任状

03 再借

⑪ 借 入 期 間

⑫ 資 金 使 途

年 月 日

事業の内容
（目的、セール
スポイント、取
扱 品 目 な ど ）

⑥
01 新規開業する事業

の 業 種

⑤

円

（運転資金 円）

（設備資金 円）

□ 02 設備　□ 03 運転設備

日

申 込 金 額

⑮
利 用 状 況
（ 今 回 申 し 込 む
制 度 に つ い て ）

開 業 ( 予 定 ) 日

⑭
申込金融機関
・ 支 店 名

□

氏 名
(代表者名)

印

受付印



別記様式第２号（第７条関係） 

 

 

利子補給金計算書 

 

金融機関名： 

本・支店名： 

 

 

住所（所在地）      融資名称 
中小企業開業資金 

（特定創業支援枠） 

商号（法人名）      制度金利  

氏名（代表者名）         

     
① ①×制度金利 

貸付内容 期    間 日数 制度金利による計算元金 利子補給額 

貸付日   ～      

年  月  日   ～      

最終償還日   ～      

年  月  日   ～      

貸付金額   ～      

円   ～      

合   計   

         



別記様式第３号（第７条関係） 

 

新潟市融資制度貸付金に関する利子補給請求書 

 

 

（あて先） 

  新 潟 市 長  

 
       下記のとおり請求します。 

                                年  月  日 

 

 

金  額 
百   千   円 

       

        

       但し，中小企業開業資金（特定創業支援枠） 

    年  月から    年  月分 利子補給金として 

 

 

  所在地 

  法人名 

  代表者名                            

                       

（担当者名：           電話番号：           ） 

支払方法  口座振込 

 

   下記口座へ振込み下さい。 

   銀行名（本・支店名まで記入してください。） 

 

          本店・支店 / 本店・支店コード            

 

       普通 

口座番号  当座  №           

       別段 

                 

（フリガナ） 

  口座名義 

                                              

 摘 要 

 

 

 


